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────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（工藤 安雄君）  皆さん、おはようございます。 

 これより平成２７年第４回由布市議会定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員数は１９人です。定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を

開きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、各部長、関係課長及び代表監査委員の出席を求めていま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第１号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（工藤 安雄君）  まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１０番、小林華弥子さん、

１２番、佐藤郁夫君の２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（工藤 安雄君）  次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１７日までの１４日間といたしたいと思います。御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 安雄君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から１２月１７日

までの１４日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（工藤 安雄君）  次に、日程第３、諸報告を行います。 

 まず、議長報告については、今期定例会開会前までの分をお手元に資料として配付をしており

ますので、お目通しをいただき、報告とさせていただきます。 
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 次に、市長の行政報告を求めます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  皆さん、おはようございます。 

 平成２７年第４回の定例会の開会に当たりまして、議員各位には公私ともに大変お忙しい中、

御出席をいただきまして感謝を申し上げます。 

 また、本定例会において提案いたすことにしております、報告２件、議案１４件につきまして

は、どうか、慎重な御審議をお願いいたすとともに、何とぞ御賛同いただきますようお願いを申

し上げます。 

 さて、お手元に行政報告をお配りしております。 

 御一読いただきますようお願いする次第でありますが、少しお時間をいただきまして、幾つか

の項目について詳細な御報告を申し上げます。 

 ９月２８日には、第５０回大分地方畜産共進会がしろやま畜産検査場で開催されました。由布

市からは２４頭が各区に出品されました。審査の結果、１３頭が最優秀賞となり、うち１２頭が

１０月２４日に別府市で開催されました大分県畜産共進会に出品されました。大分県畜産共進会

では、庄内町の工藤眞次さんの「よしふく１号」が最優秀の首席に、湯布院町の木村義彦さんの

「ゆりひめ」及び庄内町の工藤政吉さんの「ふくしげ」が最優秀賞の２席に入賞したところであ

ります。 

 １０月１１日には、由布市制施行１０周年記念式典を、はさま未来館にてとり行い、広瀬勝貞

大分県知事を初め多くの御来賓の御臨席をいただく中で、市民の皆様とともに１０周年を祝福し、

新たな由布市のステージへ向かって力強い一歩を踏み出したところであります。 

 １０月１５日、１６日と延岡市で開催されました、第１１７回九州市長会では、国民健康保険

制度及び高齢者医療制度や農林水産業の振興などの議案につきまして討議がなされ、１６議案全

てが可決されたところであります。 

 １０月２５日には、大分川流域の発展を目指した先人の思い、偉業を後世へ語り継ぐとともに、

これからの地域活性化につなげていくため、官民が一体となって開催いたしました、大湯鉄道物

語１００周年記念式典に出席をいたしました。 

 １１月２日、３日に開催されました庄内神楽祭では、「日本の祭り２０１５」と題し、エジプ

ト考古学者で著名な吉村作治先生の取材を受けた特別番組が制作され、１１月２３日にＯＢＳに

て県内に向けた放送が行われました。今後もＢＳ放送にて、庄内神楽祭が全国へ発信されること

となっております。 

 １１月１１日は、全国市長会の社会文教委員会に出席をいたしました。社会文教委員会では、

厚生労働省より社会保障をめぐる情勢、文部科学省からは文教行政をめぐる情勢について説明を

聴取し、意見交換を行った後、本委員会所管の提言・重点提言事項について審議を行ったところ
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であります。 

 翌１２日の理事・評議員合同会議では前日の行政・財政・社会文教・経済の各委員会における

審議結果を踏まえ、平成２８年度国の施策及び予算に関する重点提言と６項目の重要決議をそれ

ぞれ決定したところであります。 

 １１月１４日は、太田正美副議長さんと在京由布市会総会に出席をいたしました。総会の中で、

金子壽光在京由布市会元会長へ由布市観光特別大使への再任をお願いいたしたところであります。 

 １２月１日は、小松寮の民営化に向けた基本的な協議が整ったことから、庄内庁舎にて社会福

祉法人「寿永会」と協定書を交わしたところであります。 

 次に、５,０００万円以上の工事請負契約につきましては行政報告に記載しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（工藤 安雄君）  市長の行政報告は終わりました。 

 次に、地方自治法第１２５条の規定により、平成２７年第３回定例会において採択されました

請願・陳情の処理の経過と結果について、執行部より報告を求めます。副市長。 

○副市長（島津 義信君）  おはようございます。副市長でございます。 

 それでは、２７年第３回定例会審査分の請願・陳情採択分の処理経過について、御報告を申し

上げます。 

 まず、請願受理番号９、市道編入に関する請願について。 

 湯布院町川北地区にある市道中学校北２号線と市道石武２号線に接続する里道の市道編入に係

る請願についてですが、現在、道路台帳作成業務を委託しており、成果後に市道認定議案を提案

する予定でございます。 

 続きまして、請願受理番号１０、同じく市道編入です。 

 湯布院町川北地区にある市道乙丸田中市線と市道川西岳本線に接続する農道と市道石武２号線

に接続する里道の市道編入に係る請願についてですが、現在、道路台帳作成業務を委託しており、

成果後に市道認定議案を提案する予定でございます。 

 続きまして、受理番号１１、挾間町小平地区にある市道朴木猿渡線に接続する里道を市道編入

に係る請願についてですが、一部が私有地であることから、関係する地域住民と協議を行ってい

るところです。土地所有者との協議が整えば、道路台帳作成業務を委託し、成果後に市道認定議

案を提案する予定といたしております。 

 同じく受理番号１２、湯布院町川上地区にある市道乙丸津江線と市道六所線に接続する里道の

市道編入に係る請願についてですが、現在、道路台帳作成業務を委託しており、成果後に市道認

定議案を提案する予定といたしております。 
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 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  請願・陳情の処理の経過及び結果報告は終わりました。 

 次に、由布市環境衛生組合議会の報告をお願いいたします。 

 由布大分環境衛生組合議会議長、新井一徳君。 

○由布大分環境衛生組合議会議長（新井 一徳君）  おはようございます。由布大分環境衛生組合

議長の新井一徳です。 

 平成２７年第２回由布大分環境衛生組合議会臨時会が由布大分環境衛生組合会議室で、平成

２７年１１月２４日午後２時２５分から開催されましたので、その結果について報告をいたしま

す。 

 会期は当日１日限りとし、議事事件としては、議長、副議長の選挙でありました。 

 議長に、私、新井一徳、副議長に太田正美議員を選出しました。 

 以上で、平成２７年第２回由布大分環境衛生組合議会臨時会の報告を終わります。 

○議長（工藤 安雄君）  由布大分環境衛生組合議会の報告は終わりました。 

 次に、閉会中の各委員会の調査研修の結果について報告を求めます。 

 議会広報編集特別委員会委員、甲斐裕一君。 

○議会広報編集特別委員会委員（甲斐 裕一君）  皆さん、おはようございます。 

 議会広報編集委員会が諫早市のほうに視察研修に行きました。その件についてですが、現在、

編集委員長は田中真理子議員になっておりますが、当時の委員長として、私が今回の特別委員会

研修報告をいたしたいと思います。 

 本特別委員会は所管事項のうち次の事件について調査研修を行ったので、その結果を下記のと

おり由布市議会会議規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 日時は、平成２７年１０月２８日１日限りです。視察先は、長崎県諫早市。視察内容は、議会

だよりの編集について。議会広報を活用した議会の情報発信について視察いたしました。参加議

員は記載のとおりでございます。随行職員は議会事務局。 

 調査研修結果は、次のとおりでございます。 

 まず、諫早市の概要でございますが、諫早市は、長崎県のほぼ中央に位置し、東は干潟の有明

海、西は内海の大村湾、南は外海の橘湾という特性の異なる３つの海に面し、美しくそびえる多

良山系の山々や市の中央部を流れる県内唯一の一級河川である本明川、その下流には広大な干拓

地があり、豊かな多様な自然環境に恵まれております。また、市内には、４本の国道、高速自動

車道、ＪＲ、島原鉄道が通っており、長崎市、島原半島、大村東彼、佐賀鹿島方面を結ぶ交通の

要衝となっているとこでございます。 

 市制が施行いたしましたのは、平成１７年３月１日、諫早市、多良見町、森山町、飯盛町、高
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来町、それから小長井町が１市５町の合併によるものでございます。 

 面積は３４１.８３。ほぼ由布市と変わりないと思っております。人口が１３万９,３９３人。

世帯数が５万７,８００世帯でございます。 

 視察の内容については記載してるとおりでございますが、視察を終えて感じたことでございま

すが、「いさはや」の議会だよりは、見た瞬間、とって読みたくなる紙面だと、つくづく感心さ

せられました。字数が少ないが簡潔明瞭で、読む人に重要な点や審議内容が伝わりやすいものと

なっており、本当に感心させられるものでございました。 

 説明によると、「いさはや」編集方針を制定し、それに従い広報を編集していくため、委員会

だけでなく各議員にもそれによって一般質問等の提出文書が決定されておりました。 

 また、編集に当たっては編集プロ、クリニックという方にチェックをしてもらっており、レイ

アウトがしっかりしているため、読む人になじみやすいものとなっていました。 

 なお、一般質問の議会だより用原稿の提出は、議会中に質問が終わった都度、提出を受けてい

るため、期限おくれはないようでありました。 

 また、ここに記載しておりませんが、ユニークなことには、一般質問の内容で、自分の特に主

張したいことについては、各質問者とも写真か、イラストを載せており、市民へのアピールを買

っているようでありました。 

 また、市民の声を聞くため、クイズを出していることにも感心させられました。このクイズに

ついては、市民からの声もクイズに伴って載せているようにありました。 

 研修後の意見として、由布市の議会だよりにおいても、「いさはや」の議会だよりのように、

誰が編集委員になってもいいように、広報の編集基本方針を制定する必要があると感じました。

議員一人一人が議会の情報発信の必要性を意識し、紙面づくりへの協力が重要と感じられました。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  閉会中の委員会調査研修報告は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．請願・陳情について 

○議長（工藤 安雄君）  次に、日程第４、請願・陳情についてを議題といたします。 

 議会事務局長に、請願・陳情の朗読を求めます。議会事務局長。 

○事務局長（溝口 隆信君）  事務局長です。それでは、お手元に配付の請願並びに陳情文書表に

より朗読いたします。 

 まず、請願からいたします。 

 なお、請願者、陳情者、紹介議員の氏名につきましては、敬称を略させていただきます。また、

付託委員会名は省略させていただきます。 
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 受理番号１８、件名、市道認定に関する請願書。請願者、庄内町○○○○○○○、渕６区自治

委員大久保眞一ほか２名。紹介議員、工藤俊次、鷲野弘一。 

 受理番号１９、件名、庄内町高岡葛原地区に市営簡易水道の設置方について。請願者、高岡葛

原自治委員工藤則美ほか２名。紹介議員、鷲野弘一、佐藤郁夫。 

 受理番号２０、件名、ヘイトスピーチに対する法整備を含む対策強化を求める意見書採択を求

める請願について。請願者、大分市中央町４の２の５、部落解放同盟大分県連合会執行委員長清

田昌助。紹介議員、利光直人、佐藤郁夫、長谷川建策。 

 受理番号２１、件名、四国電力伊方原子力発電所の再稼働中止を求める請願。請願者、由布市

庄内町○○○○○、農民運動連合会庄内支部支部長小野幹雄。紹介議員、工藤俊次。 

 受理番号２２、件名、国による子どもの医療費助成制度の創設と国民健康保険財政調整交付金

削減のペナルティ廃止を求める請願。請願者、由布市庄内町○○○○○、農民運動連合会庄内支

部支部長小野幹雄。紹介議員、工藤俊次。 

 次に、陳情を読み上げます。 

 受理番号４、件名、送迎型デマンドと自前車両で地域公共交通を大胆に再構成し、福祉と経済

の活性化を牽引する陳情。陳情者、湯布院町○○○○○○○○、谷千鶴。 

 受理番号５、件名、政治倫理条例、職員倫理条例の制定を求める陳情。陳情者、挾間町○○

○○○○○○○。武内良高ほか１名。 

 以上でございます。 

○議長（工藤 安雄君）  ただいまの請願５件、陳情２件については、会議規則第１４１条の規定

により、お手元に配付の請願・陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．発議第６号 

○議長（工藤 安雄君）  次に、日程第５、発議案第６号を上程いたします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。２０番、太田正美君。 

○議員（２０番 太田 正美君）  皆さん、おはようございます。副議長の太田正美です。 

 発議６号由布市議会議員定数条例の一部改正について、上記の議案を別記のとおり地方自治法

第１１２条及び由布市議会会議規則（平成１７年議会規則第１号）第１４条第１項の規定により

提出します。 

 平成２７年１２月４日、由布市議会議長、工藤安雄殿。 

 提出者、由布市議会議員太田正美、賛成者、由布市議会議員生野征平君、利光直人君、田中真

理子さん、佐藤人已君、渕野けさ子さん、溝口泰章君、佐藤郁夫君、新井一徳君、小林華弥子さ

ん、長谷川建策君、甲斐裕一君、廣末英德君、鷲野弘一君、加藤幸雄君、野上安一君、太田洋一



- 11 - 

郎君。 

 提案理由、由布市議会議員の定数を２２人から２０人に改めるため、本条例を改正するもの。 

 裏面をお開きください。 

 由布市議会議員の定数条例の一部を改正する条例。 

 由布市議会議員定数条例（平成２０年条例第４２号）の一部を次のように改正する。本則中

「２２人」を「２０人」に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の由布市議会議員定数条例の

規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。 

 どうぞ、御賛同のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（工藤 安雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの発議案１件については、会議規則第３７条第３項の規定により、委

員会付託を省略し、全員による審議にしたいと思いますがこれに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 安雄君）  異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略し、全員による審議

とすることに決定いたしました。 

 日程第５、発議案６号由布市議会議員定数条例の一部改正についてを議題として、質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 安雄君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（工藤 安雄君）  討論なしと認めます。これで討論終わります。 

 これより発議第６号を採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔議員18名中起立17名〕 

○議長（工藤 安雄君）  起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

午前10時25分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時26分再開 

〔副議長 太田 正美君 議長席に着く〕 

○副議長（太田 正美君）  再開します。 
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 かわって議長の職務を行いますので、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．議長辞職の件 

○副議長（太田 正美君）  ただいま、議長、工藤安雄君から議長の辞職願が提出されています。 

 お諮りします。議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を変更し、直

ちに議題とすることに異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（太田 正美君）  異議なしと認めます。よって、議長辞職の件を日程に追加し、追加日

程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。 

 それでは、追加日程第１、議長辞職の件を議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定によって、工藤安雄君の退場を求めます。 

〔２１番 工藤 安雄君 退場〕 

○副議長（太田 正美君）  事務局長に辞職願を朗読させます。 

○事務局長（溝口 隆信君）  それでは朗読いたします。 

 議長辞職願。辞職願、このたび、一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう

願い出ます。平成２７年１２月４日、由布市議会副議長、太田正美殿。由布市議会議長、工藤安

雄。 

 以上でございます。 

○副議長（太田 正美君）  お諮りします。工藤安雄君の議長辞職を許可することに御異議はあり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（太田 正美君）  異議なしと認めます。よって、工藤安雄君の議長の辞職を許可するこ

とに決定しました。 

 ここで、工藤安雄君の入場を求めます。 

〔２１番 工藤 安雄君 入場〕 

○副議長（太田 正美君）  議長辞職は許可されましたので、お知らせします。 

 それでは、ここで工藤議長の退任の挨拶をいただきます。 

○議員（２１番 工藤 安雄君）  議長辞職に当たりまして、一言御礼を申し上げます。 

 平成２５年１１月臨時議会におきまして、皆様方の御指名をいただき、議長の要職に就任いた

し以来２年間、議員の皆様、そして執行部の皆様には大変お世話になりました。ありがとうござ

いました。皆様方のおかげによりまして、この２年間議長として職務を職責を自分なりに一所懸

命務めさせていただいたと思っております。その中で、議会改革、議会の活性化取り組みにより、
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議会基本条例の制定や議員定数条例の一部改正など、議会改革の進展と議会の円滑な運営ができ

たことは、議員各位の御協力のおかげと感謝を申し上げる次第であります。 

 これからは１人の議員として、皆様方とともに由布市発展のため、そして、市民の福祉向上の

ために全力を尽くしてまいる決意でございます。御支援御鞭撻を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 辞職に当たっての御礼の挨拶とさせていただきます。本当に２年間ありがとうございました。

（拍手） 

○副議長（太田 正美君）  ここで、暫時休憩します。 

 この後、全員協議会へ切りかえます。 

午前10時31分休憩 

……………………………………………………………………………… 

〔全員協議会〕 

……………………………………………………………………………… 

午前10時41分再開 

○副議長（太田 正美君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第２．議長の選挙 

○副議長（太田 正美君）  ただいま議長が欠けました。 

 お諮りします。議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として、日程の順序を変更し、直ち

に選挙を行いたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（太田 正美君）  異議なしと認めます。よって、議長の選挙を日程に追加し、追加日程

第２として、日程の順序を変更し、直ちに選挙を行うことに決定しました。 

 それでは、追加日程第２、議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○副議長（太田 正美君）  ただいまの出席議員数は１９人です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３１条第２項の規定によって、立会人に太田洋一郎君、

野上安一君及び加藤幸雄君を指名します。 

 投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 
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○副議長（太田 正美君）  念のため申し上げますが、投票は単記無記名です。投票すべき者の氏

名のほか、他事記載をしたものは無効となります。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（太田 正美君）  配付漏れなしと認めます。 

 次に、投票箱を点検します。 

 事務局、投票箱を確認してください。 

〔投票箱点検〕 

○副議長（太田 正美君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順次投票お願いします。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

……………………………………………………………………………… 

 １番  太田洋一郎議員      ２番  野上 安一議員 

 ３番  加藤 幸雄議員      ４番  工藤 俊次議員 

 ５番  鷲野 弘一議員      ６番  廣末 英德議員 

 ７番  甲斐 裕一議員      ８番  長谷川建策議員 

１０番  小林華弥子議員     １１番  新井 一徳議員 

１２番  佐藤 郁夫議員     １４番  溝口 泰章議員 

１５番  渕野けさ子議員     １６番  佐藤 人已議員 

１７番  田中真理子議員     １８番  利光 直人議員 

１９番  生野 征平議員     ２０番  太田 正美議員 

２１番  工藤 安雄議員                  

……………………………………………………………………………… 

○副議長（太田 正美君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（太田 正美君）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。３名の立会人の方は、開票の立ち会いをお願いいたします。所定の位置に移

動お願いします。 

 事務局、開票してください。 

〔開票〕 

○副議長（太田 正美君）  選挙の結果を報告します。 
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 投票総数１９票、有効投票１６票、無効投票３票。有効投票のうち、溝口泰章君１５票、工藤

俊次君１票。 

 以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は４票です。したがって、溝口泰章君が議長に当選されました。 

 議場閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○副議長（太田 正美君）  ただいま議長に当選されました溝口泰章君が議場におられます。会議

規則第３２条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

 ここで、議長に当選されました溝口泰章君に挨拶をいただきます。 

○議員（１４番 溝口 泰章君）  ただいま議長に当選させていただきました、溝口でございます。

ありがとうございます。 

 その前に、工藤前議長の２カ年にわたる御活躍に対し敬意を表しますとともに、先ほど可決い

たしました定数削減条例に関する一方ならぬ御尽力御労苦に対し、深く感謝申し上げる次第です。

本当に御苦労さまでした。ありがとうございます。 

 さて、私ども由布市議会は、今後予想されるさまざまな難局に対し、一丸となって対処するこ

とを市民皆様にお誓い申し上げなければなりません。また、それを実行していく覚悟が必要だと

考えております。 

 決意表明でも申し上げましたように、開かれた議会、ポジティブに市民皆様のもとへ出かける

能動的で積極的な議会を目指すとともに、議員自身の資質向上を図り、それに連動する議会活動

環境の整備に関する検討等々、取り組むべき課題は多く横たわっております。その課題解決のた

め、私どもはそれぞれが理性と知性を我が身に備え、議場においては秩序ある真摯な態度で議論

し、議決に臨む。そんな品格を持った由布市議会を皆様とともに築き上げていきたいと考えてお

ります。 

 皆様のお力添えを心よりお願い申し上げ、手短ではございますが、議長就任の御挨拶といたし

ます。今後ともよろしくお願いいたします。（拍手） 

○副議長（太田 正美君）  それでは暫時休憩します。 

午前10時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時58分再開 

〔議長 溝口 泰章君 議長席に着く〕 

○議長（溝口 泰章君）  では、再開します。 

────────────・────・──────────── 
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追加日程第３．副議長辞職の件 

○議長（溝口 泰章君）  副議長、太田正美君から副議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りします。副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第３として日程の順序を変更し、直

ちに議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  異議なしと認めます。したがって、副議長辞職の件を日程に追加し、追

加日程第３として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。 

 追加日程第３、副議長辞職の件を議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定によって、太田正美君の退場を求めます。 

〔２０番 太田 正美君 退場〕 

○議長（溝口 泰章君）  事務局長に辞職願を朗読させます。 

○事務局長（溝口 隆信君）  それでは朗読いたします。 

 辞職願、このたび、一身上の都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。

平成２７年１２月４日、由布市議会議長、溝口泰章殿。由布市議会副議長、太田正美。 

 以上でございます。 

○議長（溝口 泰章君）  お諮りします。太田正美君の副議長の辞職を許可することに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  異議なしと認めます。よって、太田正美君の副議長の辞職を許可するこ

とに決定しました。 

 ここで、太田正美君の入場を求めます。 

〔２０番 太田 正美君 入場〕 

○議長（溝口 泰章君）  副議長の辞職は許可されましたので、お知らせします。 

 それでは、ここで太田副議長の退任の挨拶をいただきます。 

○議員（２０番 太田 正美君）  こんにちは。平成２６年の３月議会で、前副議長の佐藤正さん

が途中辞職されましたので、それを受け継いで、１年８カ月という期間でありましたが、議長を

補佐しながら、これまで務めてまいりました。 

 特別印象に残ったのは、ことし、１１月１４日に在京由布市会に行ったときに、初めて、湯布

院のほうから議員さんが来てくれましたということを言われたときに、すごく感無量でありまし

た。 

 この間、議長を補佐しながらと言いながらも、かなり足を引っ張った部分も自分なりにあった

のかなと思いながら反省をしております。これからは、また一議員となりまして、市政繁栄のた



- 17 - 

め、議会発展のために努力してまいりたいと思いますので、皆さんのまた一層の御支援のほど、

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（溝口 泰章君）  お疲れでございました。 

 ここで、暫時休憩します。この後、全員協議会へ切りかえます。 

午前11時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時11分再開 

○議長（溝口 泰章君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第４．副議長の選挙 

○議長（溝口 泰章君）  ただいま副議長が欠けました。 

 お諮りします。副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第４として、日程の順序を変更し、直

ちに選挙を行いたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  異議なしと認めます。よって、副議長選挙を日程に追加し、追加日程第

４として、日程の順序を変更し、直ちに選挙を行うことに決定しました。 

 それでは、追加日程第４、副議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場を閉鎖します。事務局、お願いします。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（溝口 泰章君）  ただいまの出席議員数は１９人です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３１条第２項の規定によって、立会人に太田洋一郎君、

野上安一君及び加藤幸雄君を指名します。 

 投票用紙を配付します。お願いします。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（溝口 泰章君）  念のため申し上げますが、投票は単記無記名です。投票すべき者の氏名

のほか、他事記載をしたものは無効となります。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。事務局、投票箱の確認をお願いします。 

〔投票箱点検〕 



- 18 - 

○議長（溝口 泰章君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順次投票お願いします。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

……………………………………………………………………………… 

 １番  太田洋一郎議員      ２番  野上 安一議員 

 ３番  加藤 幸雄議員      ４番  工藤 俊次議員 

 ５番  鷲野 弘一議員      ６番  廣末 英德議員 

 ７番  甲斐 裕一議員      ８番  長谷川建策議員 

１０番  小林華弥子議員     １１番  新井 一徳議員 

１２番  佐藤 郁夫議員     １４番  溝口 泰章議員 

１５番  渕野けさ子議員     １６番  佐藤 人已議員 

１７番  田中真理子議員     １８番  利光 直人議員 

１９番  生野 征平議員     ２０番  太田 正美議員 

２１番  工藤 安雄議員                  

……………………………………………………………………………… 

○議長（溝口 泰章君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。３名の立会人の方は開票の立ち会いをお願いします。事務局、開票をお願い

します。 

〔開票〕 

○議長（溝口 泰章君）  では、選挙の結果を報告します。 

 投票総数１９票、有効投票１９票、無効投票ゼロ票です。有効投票のうち、新井一徳君１０票、

利光直人君９票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は５票です。したがって、新井一徳君が副議長に当選されました。 

 議場閉鎖を解きます。事務局お願いします。 

〔議場開鎖〕 

○議長（溝口 泰章君）  ただいま、副議長に当選されました新井一徳君が議場におられます。会

議規則第３２条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

 ここで、副議長に当選されました新井一徳君に挨拶をいただきます。 

○議員（１１番 新井 一徳君）  今、副議長選挙で皆様方の御支援をいただいて、厳しい選挙で
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はありましたけども、副議長になりました。 

 票数どおり、利光議員もすばらしい議員であります。由布市議会をしっかりと盛り上げていく

ためにも、こういった選挙結果でありましたけども、皆様方と一緒に由布市民のため、そして、

由布市議会のためにしっかりと副議長の任務を果たしていきたいと思っております。執行部の皆

様方、そして、きょう傍聴にお見えの皆様方、この結果は大変ごらんのように厳しいものであり

ましたけども、由布市のためにしっかり頑張っていく所存でありますんで、どうか、御支援、御

鞭撻、御指導をこれからもよろしくお願いいたします。（拍手） 

────────────・────・──────────── 

追加日程第５．議席の一部変更 

○議長（溝口 泰章君）  ただいまの議長、副議長の選挙に伴い、議席の一部変更の必要が生じま

した。 

 お諮りします。議席の一部変更を日程に追加し、追加日程第５として、日程の順序を変更し、

直ちに議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  異議なしと認めます。よって、議席の一部変更を日程に追加し、追加日

程第５として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。 

 追加日程第５、議席の一部変更を議題とします。 

 議長、副議長の選挙に伴い、会議規則第４条第３項の規定により、議席の一部を変更します。 

 その議席番号及び氏名を事務局長に朗読させます。 

○事務局長（溝口 隆信君）  それでは、日程第５、議席の一部変更。由布市議会会議規則第４条

第３項の規定により、議長において一部変更します。 

 議席番号と氏名を呼び上げます。 

 １番、太田洋一郎議員、２番、野上安一議員、３番、加藤幸雄議員、４番、工藤俊次議員、

５番、鷲野弘一議員、６番、廣末英德議員、７番、甲斐裕一議員、８番、長谷川建策議員、９番、

小林華弥子議員、１０番、佐藤郁夫議員、１１番、渕野けさ子議員、１２番、太田正美議員、

１３番、佐藤人已議員、１４番、田中真理子議員、１５番、利光直人議員、１６番、工藤安雄議

員、１７番、生野征平議員、１８番、新井一徳議員、１９番、溝口泰章議員。 

 以上でございます。 

○議長（溝口 泰章君）  お諮りします。ただいま事務局長の朗読のとおり議席番号を変更するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（溝口 泰章君）  異議なしと認めます。よって、朗読のとおり議席番号を変更することに
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決定しました。 

 ここで、暫時休憩します。再開は１１時３５分といたします。 

午前11時27分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時38分再開 

○議長（溝口 泰章君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．報告第２１号 

日程第７．報告第２２号 

日程第８．議案第６７号 

日程第９．議案第６８号 

日程第１０．議案第６９号 

日程第１１．議案第７０号 

日程第１２．議案第７１号 

日程第１３．議案第７２号 

日程第１４．議案第７３号 

日程第１５．議案第７４号 

日程第１６．議案第７５号 

日程第１７．議案第７６号 

日程第１８．議案第７７号 

日程第１９．議案第７８号 

日程第２０．議案第７９号 

日程第２１．議案第８０号 

日程第２２．議案第８１号 

○議長（溝口 泰章君）  次に、本定例会に提出されました報告第２１号及び報告第２２号の報告

２件、議案第６７号から議案第８１号までの議案１５件について一括上程します。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  提案の前に、工藤議長、そしてまた、太田副議長さんには大変お世話に

なりました。ありがとうございました。 

 また、溝口新議長さん、新井副議長さんには、また、これからもひとつよろしくお願い申し上

げたいと思います。 

 それでは、上程されました議案につきまして、一括して提案理由を御説明いたします。 
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 本定例会で御審議をお願いいたします案件は、報告２件、議案１５件でございます。 

 初めに、報告の２件について御説明をいたします。 

 まず、報告第２１号専決処分の報告については、市の過失により乗用車が損傷したことによる、

和解及び損害賠償の額を地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処分したことについて、

同条第２項の規定により報告するものであります。 

 報告第２２号例月出納検査の結果に関する報告については、監査委員による監査報告でありま

すので、代表監査委員より報告をいたします。 

 次に、議案第６７号庄内町梨団地造成に係る事業資金の損失補償については、大分県農業協同

組合から、損失補償契約に基づく、損失補償金の請求があったことから、由布市梨団地経営に係

る事業資金融資補償条例第７条の規定により、議会の承認を求めるものであります。 

 議案第６８号第二次由布市総合計画（基本構想・基本計画）の策定については、由布市におけ

る総合的かつ計画的な行政運営を図るため、市の将来像を展望した、市政運営の基本方針を示す

ものとして、まちづくりの目標を掲げ、「連携」と「協働」・「創造」と「循環」を基本理念と

し、策定するものであり、由布市議会の議決事件に関する条例第２条第２号の規定に基づき、議

会の議決を求めるものであります。 

 議案第６９号由布市水道水源保護条例の制定については、由布市の水道水源の保護を行い、安

全で良質な水を安定的に確保し、市民の生命及び健康を守るために制定するものであります。 

 議案第７０号由布市農業委員会の委員の定数に関する条例の制定については、農業委員会等に

関する法律の改正に伴い、新たに農業委員会の委員の定数を定めるものであります。 

 議案第７１号由布市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について

は、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、新たに農地利用最適化推進委員を設置することに

より、委員の定数を定めるものであります。 

 議案第７２号由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正については、法律に基

づき、既に９月議会において、由布市におけるマイナンバーの利用や特定個人情報の適正な取り

扱いのルールを定めるための条例を制定しており、今回、特定個人情報の独自利用や提供に関す

る事務について、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第７３号由布市税条例の一部改正については、地方税法等の改正に伴い、個人番号の利用

等に関する規定の整備をするものです。 

 議案第７４号由布市税条例等の一部を改正する条例の一部改正については、地方税法施行規則

等の一部を改正する省令の公布に伴い、個人番号の利用等に関する規定の整備をするものであり

ます。 
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 議案第７５号由布市乙丸地区公民館の指定管理者の指定について及び議案第７６号由布市湯平

ふれあいホールの指定管理者の指定については、各施設の指定管理期間が平成２８年３月末日に

終了するに伴い、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者として指定するた

めに、議会の議決を求めるものであります。 

 今議会に提案している２施設につきましては、指定管理者選定委員会の審査を経て、地元自治

区が候補者として選定されているところであります。 

 議案第７７号市道路線（鋤崎線）の認定については、請願採択があった公衆道路を市道として

認定するものであります。 

 議案第７８号平成２７年度由布市一般会計補正予算（第４号）は、歳入歳出それぞれに、２億

２,８８７万９,０００円を追加し、予算総額を１８６億３,４９９万４,０００円にお願いするも

のであります。 

 主な歳入といたしまして、国庫並びに県支出金、繰入金、市債を計上しております。 

 歳出では、保育所活動推進事業費、生活保護費の過年度精算返納金や生活保護費、損失補償補

填金、道路維持事業費、国交省補助事業費、また台風１５号の豪雨で被災しました、農地・農業

施設の災害復旧事業費などを計上いたしております。 

 また、繰越明許費につきましては、市道迫線改良事業、債務負担行為につきましては、「市報

ゆふ」の印刷製本業務委託に伴う予算をお願いするものであります。 

 議案７９号平成２７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第４号）は、歳入歳出それぞれに

７２９万円を追加し、予算総額を４１億１,３２６万４,０００円にお願いするものです。 

 歳入につきましては、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金、諸収入を増額するも

ので、歳出は保険給付費を増額するものであります。 

 議案第８０号平成２７年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出それ

ぞれに、２,３２５万７,０００円を追加し、予算総額を４億９,５７３万１,０００円にするもの

です。 

 主なものは、歳入では雑入の増額で、歳出では積立金と委託料の増額であります。 

 議案第８１号平成２７年度由布市水道事業会計補正予算（第２号）は、収益的予算の収益的支

出では、原水及び浄水費を増額し、総係費を減額するものです。資本的予算の資本的支出では、

上水道施設費を増額するものであります。 

 詳細につきましては、担当部長、課長から説明させますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御

賛同いただきますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○議長（溝口 泰章君）  市長の提案理由の説明が終わりました。 
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 次に、報告第２２号例月出納検査の結果に関する報告について、報告を求めます。代表監査委

員。 

○代表監査委員（土屋 誠司君）  代表監査委員の土屋でございます。 

 報告第２２号について、御報告申し上げます。 

 報告第２２号例月出納検査の結果に関する報告について、地方自治法第２３５の２第３項の規

定により、例月出納検査の結果に関する報告を別紙のとおり提出する。平成２７年１２月４日提

出、由布市代表監査委員、土屋誠司。 

 １ページから３ページに報告の内容を記載しております。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、平成２７年７月、８月、９月分の例月出納検

査を平成２７年８月２５日、９月２５日、１０月２６日に実施いたしました。 

 検査の対象は、会計管理者と企業出納員の保管する各月末日現在の現金のあり高と出納状況で

す。現金のあり高、出納関係諸表等の計数の正確性の検証と現金の出納事務が適正に行われてい

るかを検査いたしました。 

 資料の計数は、諸帳票の計数と一致しており、適正に処理されていると認められました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、ただいま上程されました各議案について、詳細説明を求めます。 

 まず、報告第２１号について詳細説明を求めます。教育次長。 

○教育次長（森山 金次君）  教育次長でございます。報告第２１号をお願いいたします。 

 報告第２１号専決処分の報告について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、和解及び

損害賠償の額を定めることについて、同条第２項の規定により報告する。平成２７年１２月４日

提出、由布市長。 

 次のページをお願いいたします。 

 専決処分書でございます。平成２７年１１月９日に専決処分を行ったものでございます。 

 右のページをお願いいたします。 

 和解及び損害賠償についてでございますが、当事者は記載のとおりでございます。 

 事故の概要につきましては、平成２７年９月７日午後６時１５分ごろ、由布市挾間町向原

４４０番地の挾間中学校の運動場横の道路において、市の過失により、車両が通行する場所で部

活動の練習をさせたことから、生徒が投げた砲丸投げ練習用のボールが乙の車両の屋根に当たり、

同車両に損害を与えたものでございます。 

 和解条件といたしまして、市が過失割合を７５％あると認め、損害賠償額１４万６,２５０円

を支払うものでございます。 

 再発防止策として、授業中、昼休みや部活動中は通行止めや入り口ネットを引いて、グラウン
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ド内に車の進入をさせないと、学校内における安全確保の徹底を図っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第６７号について詳細説明を求めます。産業建設部長。 

○産業建設部長（生野 重雄君）  産業建設部長でございます。議案第６７号について詳細説明を

申し上げます。 

 議案第６７号庄内町梨団地造成に係る事業資金の損失補償について。 

 旧さわやか農業協同組合との庄内町梨団地造成に係る事業資金損失補償契約に基づく、大分県

農業協同組合からの損失補償の請求について、由布市梨団地経営に係る事業資金融資補償条例第

７条の規定により、議会の承認を求める。 

 請求者住所、大分市大字羽屋６００番地の１０、請求者氏名、大分県農業協同組合代表理事理

事長、穴見修一、損失補償金１,５９８万３,７８２円。平成２７年１２月４日提出、由布市長。 

 旧庄内町では農業生産基盤の整備と農業生産性の向上及び農業構造の改善を目的とした農地開

発利用促進事業に取り組み、昭和５６年から昭和６１年までの５カ年間で約２０ヘクタールの梨

団地造成を行ったところでございます。 

 その際、入植者の一部３名が旧さわやか農業協同組合より事業資金を借り入れ、後に旧庄内町

が庄内町梨団地造成に係る事業資金融資補償条例に基づき、さわやか農協との間で損失補償契約

を締結いたしました。 

 この損失補償契約書では、さわやか農協が損失を受けたときには、庄内町がこれを補償すると

の内容となっておりました。それに基づき、平成２７年３月、大分県農業協同組合より、１名の

債権の償還がなされず、損失額が確定したとして、由布市に対し損失補償の請求が行われました。

その後、由布市と大分県農業協同組合との間で補償額等について繰り返し協議を行った結果、遅

延損害金３５５万７,７５７円を除いた金額での請求が行われることとなりました。 

 市といたしましては、遅延損害金が減額されたこと、補償契約に基づく補償義務があることな

どの理由から、由布市梨団地経営に係る事業融資補償条例第７条の規定により、市議会の承認を

経て損失の補償を行いたく、本議案を提出したところでございます。 

 以上で説明終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第６８号について詳細説明を求めます。総合政策課長。 

○総合政策課長（奈須 千明君）  総合政策課長です。それでは、議案第６８号について詳細説明

を申し上げます。 

 議案第６８号第二次由布市総合計画（基本構想・基本計画）の策定について。第二次由布市総

合計画を別記のとおり策定したいので、由布市議会の議決事件に関する条例第２条第２号の規定

に基づき、議会の議決を求める。平成２７年１２月４日提出、由布市長。 
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 第二次由布市総合計画の体系を中心に概要の御説明を申し上げます。 

 まず、総合計画の構成ですが、由布市が今後１０年間にわたって進めるまちづくりの目標や基

本理念、施策の体系、施策目標を示した基本構想と、その中で由布市が今後５年間に特に重点的

に取り組む重点プロジェクトについて、その目標や推進体制、取り組みステップ等を示した基本

計画としての重点戦略プラン、今後３年間の由布市の事務・事業計画を示した実施計画の３部構

成とし、由布市のまちづくりの方向性をより明確に示すようにしました。 

 また、基本構想で定めるまちづくりの目標や施策の体系、重点戦略プランで定める重点プロジ

ェクトは、由布市の資源、強みを効果的に生かしたまちづくりを推進するものとしております。 

 まちづくりの目標におきましては、第一次由布市総合計画で、由布市の目指す将来像としてお

りました「地域自治を大切にした住み良さ日本一のまち・由布市」を継承し、第二次由布市総合

計画に掲げる施策の取り組みを進めることで、１０年後の将来計画人口３万２,０００人を目指

すこととしております。 

 基本構想では、まちづくりの目標の実現に向けた取り組みを６つの施策テーマに大別して設定

し、テーマごとに施策目標や施策の柱等を示しました。 

 基本計画としての重点戦略プランでは、基本構想の６つの項目に対応する形で、１３の重点戦

略プランを設定し、各プロジェクトの実施に当たっては、施策を分野横断的に取り組むこととし

ており、特に今回は具体的な数値目標を設定し、その目標の達成度合いを検証できるようにして

おります。 

 なお、策定に当たりましては、市民アンケートの実施や各地区で市政懇談会を開催するととも

に、市民の皆様と市職員による検討ワーキングや市民代表者等による審議会を設置し、市民の皆

様とともに計画内容について検討を進め、審議会より妥当である旨の答申をいただいたところで

す。 

 今回は、第二次由布市総合計画の基本構想及び基本計画としての重点戦略プランを御提案申し

上げるものです。 

 また、実施計画につきましては、予算編成に間に合わせる形で作業を進め、現在最終調整を行

っているところでございます。 

 なお、今回提案させていただきました議案の資料におきまして、市長の挨拶が空欄となってお

りますことの説明をさせていただきます。 

 今回、御審議いただきます内容につきましては、基本構想と基本計画としての重点戦略プラン

であります。この中には、当然、市長の基本的な考え方が盛り込まれております。市長の挨拶欄

は、第一次由布市総合計画におきましても、発刊に当たっての挨拶として掲載させていただいて

おります。 
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 今回も議案を議決をいただいた後で、発刊する際に市長の挨拶として掲載をさせていただく予

定であります。しかしながら、刊行するに当たっての体裁として、今回お示しするつもりでした

が、議案の内容とは直接的な関係がないことから、提出議案の資料の体裁としては不備であった

ことをおわび申し上げます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第６９号から議案第７１号まで、続けて詳細説明を求めます。

産業建設部長。 

○産業建設部長（生野 重雄君）  産業建設部長でございます。議案第６９号から７１号について

詳細説明を申し上げます。 

 まず、議案第６９号でございます。 

 議案第６９号由布市水道水源保護条例の制定について。由布市水道水源保護条例を別記のよう

に定める。平成２７年１２月４日提出、由布市長。 

 裏面をお願いします。 

 条例は全１５条で構成されております。水道水源の保護を行い、安全で良質な水を安定的に確

保し、市民の生命及び健康を守るため、必要な事項を定めたものでございます。 

 第１条は目的。第２条につきましては水源保護区域等の定義を規定してございます。第３条か

ら第５条は市、市民と事業者の責務についてでございます。第６条につきましては条例の適用を

受ける水源保護区域について規定しておりますが、水源保護区域につきましては、第１４条審議

会の設置等の規定で、専門の知識を有する者等を委員とする審議会を設置、調査審議を経て、区

域の指定を行うこととしております。 

 なお、区域の指定には調査審議に一定の時間を要することから、附則４に、第６条に規定する

水源保護区域を指定するまでの間は由布市水道水源地域保護条例、この地域保護条例は本条例の

制定に伴い廃止される条例でございますが、地域保護条例の規定は、なおその効力を有するとし、

区域の空白期間が生じないよう規定してございます。 

 第７条から第１３条につきましては、区域内において事業を行う事業の手続等についての規定

でございます。 

 第１４条につきましては、先ほど少し触れましたが、水道水源保護審議会について、第１５条

につきましては規則への委任についての規定でございます。 

 付則１といたしまして、本条例は公布の日から施行するものとしております。 

 以上で議案第６９号の説明を終わります。 

 次に、議案第７０号、７１号ですが、関連がございますので、あわせて詳細説明を申し上げま

す。 
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 まず、議案第７０号由布市農業委員会委員の定数に関する条例の制定について。由布市農業委

員会委員の定数に関する条例を別記のように定める。平成２７年１２月４日提出、由布市長。 

 議案第７１号をお願いいたします。 

 議案第７１号由布市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について。

由布市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例を別記のように定める。平成

２７年１２月４日提出、由布市長。 

 関連して、両方とも御説明いたします。 

 本年８月２８日、農業協同組合法の一部を改正する等の法案が成立し、９月４日に公布されま

した。平成２７年度法律第６３号でございます。これに伴いまして、農業委員会法につきまして

は、担い手への集積集約化、耕作放棄地の発生防止、解消、新規参入の促進など、農地利用の最

適化を促進するため、１、農業委員会の選出方法を公選制から市町村長の選任に変更、２、農地

利用最適化推進委員の新設等の改正が行われました。平成２８年４月１日からの施行でございま

す。 

 そして、同日施行される農業委員会等に関する法律施行令第５条及び第８条に、農業委員会委

員の定数及び農業委員会の推進委員の定数の基準が示されたところでございます。 

 これに伴い、由布市農業委員会の委員の定数を１１人、新たに設ける由布市農業委員会の農地

利用最適化推進委員の定数を２２名とするものでございます。 

 以上で説明終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第７２号について詳細説明を求めます。総合政策課長。 

○総合政策課長（奈須 千明君）  総合政策課長です。それでは、議案第７２号について詳細説明

を申し上げます。 

 議案第７２号由布市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について。由布市行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。平成２７年

１２月４日提出、由布市長。 

 番号法では、市町村の内部で個人番号を利用する事務、提供する事務を市町村ごとに条例で定

めるよう規定されております。９月の議会定例会で議決いただきました、この条例におきまして

は、番号法に規定されている社会保障・税・災害対策の各分野の事務に関し、同一自治体におい

て、他の事務で管理する特定個人情報、いわゆるマイナンバーつきの個人情報を別の事務のため

に利用すること、すなわち法に規定されている事務の庁内連携に関して定めたものでございます。 

 今回の条例の一部改正は、この条例の第４条個人番号の利用範囲において、別表第１で、番号
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法に規定がない事務で個人番号を由布市において独自に利用できる事務について定めるとともに、

別表第２において、番号法に規定がない事務で由布市の内部で庁内連携することができる事務を

定め、第５条において特定個人情報の提供として、別表第３において、市長部局から教育委員会

部局に特定個人情報を提供できる事務を定めました。 

 今回の改正により、マイナンバー制度が由布市において住民サービスの向上や事務の効率化に

資することとなります。今後も他の事務について、独自に利用する事務として、サービスの向上

に資すると判断できましたら、順次盛り込んでいくことを検討しております。 

 以上で説明終わります。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第７３号及び議案第７４号について、続けて詳細説明を求め

ます。総務部長。 

○総務部長（梅尾 英俊君）  総務部長でございます。詳細説明をいたします。 

 議案第７３号をお願いいたします。 

 議案第７３号由布市税条例の一部改正について。由布市税条例の一部を改正する条例を別記の

ように定める。平成２７年１２月４日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。 

 由布市税条例の一部改正の内容は、地方税法等の改正に伴うものとあわせて、軽自動車税に関

する条文の一部を整備するものです。 

 上から順番に説明しますと、第３６条の２は市民税の申告ですが、第８項の中に番号の利用等

に関する法律の条文を加えるものです。 

 ８３条、第８５条、第８６条は、軽自動車税について、現状の事務とそぐわない部分があるた

め、条例整備を行うものです。 

 附則第１０条の２第５項は、固定資産税等の課税標準の特例ですが、割合を改正するものです。 

 法附則第１５条の８第４項ですが、新築のサービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税

の減額について定めるものです。 

 施行期日、経過措置については記載のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第７４号をお願いします。 

 議案第７４号由布市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について。由布市税条例等の一

部を改正する条例の一部を改正する条例を別記のように定める。平成２７年１２月４日提出、由

布市長。 

 裏面をごらんください。 

 この一部改正は、地方税法施行規則等の一部を改正する省令の公布に伴い、ことしの３月

３１日に制定されました由布市税条例等の一部を改正する条例に個人番号の利用等に関する規定
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の整備が必要となったために行うものでございます。 

 上から順番に説明しますと、第１条については個人番号の利用等に関し、賦課徴収に関する規

定の整備を行うものです。 

 中段のところからになりますが、附則の第１条、第２条、第３条、第５条については、条項の

ずれ等が生じたために整備するものでございます。 

 なお、附則について、この条例は公布の日から施行するようにしております。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第７５号及び議案第７６号について、続けて詳細説明を求め

ます。湯布院振興局長。 

○湯布院振興局長（小野 啓典君）  湯布院振興局長でございます。まず、議案第７５号について

詳細説明を申し上げます。 

 議案第７５号由布市乙丸地区公民館の指定管理者の指定について。由布市乙丸地区公民館の指

定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

る。平成２７年１２月４日提出、由布市長。 

 １、施設名及び所在地、由布市乙丸地区公民館、由布市湯布院町川上２９３８番地１。 

 ２、指定管理者、乙丸区区長、後藤久生、由布市湯布院町川上３０５８番地２。 

 ３、指定管理期間、平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日まで。 

 ４、指定条件、施設の管理は、指定管理協定に基づき行う。２、指定管理者が法令及び指定管

理協定書に違反したときは、指定の取り消し、または停止を行う。 

 当施設の指定管理者の選定につきましては由布市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関

する条例第５条第１項第２号により、公募によらない指定管理者の選定をしています。現在の指

定管理受託者は乙丸区でございます。引き続き乙丸区を指定管理者として指定し、当施設の管理

運営を行うものです。 

 資料といたしまして、選定委員会の報告書、指定管理運営業務仕様書、指定申請書、協定書の

案を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。 

 続きまして、議案第７６号について詳細説明を申し上げます。 

 議案第７６号由布市湯平ふれあいホールの指定管理者の指定について。由布市湯平ふれあい

ホールの指定管理者を指定をしたいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会

の議決を求める。平成２７年１２月４日提出、由布市長。 

 １、施設名及び所在地、由布市湯平ふれあいホール、由布市湯布院町湯平５６７番地１、

５６７番地２。 

 ２、指定管理者、湯平区、区長、麻生一夫、由布市湯布院町湯平１０３４番地。 
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 ３、指定管理期間、平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日まで。 

 ４、指定条件、施設の管理は、指定管理協定書に基づいて行う。②指定管理者が法令及び指定

管理協定書に違反したときは、指定の取り消しまたは停止を行う。 

 当施設の指定管理者の選定につきましては、同じく由布市公の施設に係る指定管理者の指定手

続等に関する条例第５条第１項第２号により、公募によらない指定管理者の選定を行っておりま

す。現在の指定管理受託者は湯平区でございます。引き続き湯平区を指定管理者として指定し、

当施設の管理運営を行うものです。 

 資料といたしまして、選定委員会の報告書、指定管理運営業務仕様書、指定申請書、協定書の

案を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第７７号について詳細説明を求めます。産業建設部長。 

○産業建設部長（生野 重雄君）  産業建設部長でございます。議案第７７号について詳細説明を

申し上げます。 

 議案第７７号市道路線鋤崎線の認定について。市道路線を次のように認定したいので、道路法

第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。路線名、鋤崎線、起点、由布市挾間町挾間

２７３番１、終点、由布市挾間町挾間２７４番３。平成２７年１２月４日提出、由布市長。 

 裏面の位置図をごらんください。 

 認定区間につきましては、図面中央部に太字の矢印で印をしてございます。おわかりでしょう

か。 

 それでは、区間でございますが、図面左側の県道大分挾間バイパス線接道部を起点として、右

側の市道向原別府線に通じる延長１２７.１メートルの道路を新たに市道として管理するもので

ございます。 

 なお、本議票の路線につきましては、平成２７年第２回定例会で市道認定の請願が採択された

路線でございます。 

 以上で説明終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第７８号について詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（御手洗祐次君）  財政課長です。予算書に従いまして、説明をさせていただきます。 

 補正予算書をごらんください。 

 なお、平成２７年度１２月補正予算の概要は、主な補正事業の内訳、財源の内訳などを掲載し

ておりますので、予算書の補足資料として御参照いただきたいと思います。 

 それでは、議案第７８号平成２７年度由布市一般会計補正予算（第４号）、平成２７年度由布

市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 



- 31 - 

 第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億２,８８７万９,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１８６億３,４９９万４,０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補

正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳

出予算補正」による。 

 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表繰越明許費」による。 

 第３条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期

間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。 

 第４条、地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。平成２７年１２月４日提出、

由布市長。 

 それでは、次のページをお願いします。１ページです。 

 第１表、歳入歳出予算補正です。歳入歳出の款項ごとに補正額を計上しております。詳細につ

きましては、事項別明細書で御説明いたします。 

 ４ページをお願いします。 

 第２表、繰越明許費です。事業名、市道迫線改良事業、金額６,９８８万３,０００円。内容は、

道路改良工事。理由は、事業用地の相続登記に不測の日数を要したことによるものです。 

 次の５ページをお願いします。 

 第３表、債務負担行為補正です。市報ゆふ印刷製本業務委託７６１万１,０００円は、平成

２８年４月号発行準備のための編集期間を要するため、債務負担行為をお願いするものです。 

 右側の第４表、地方債補正をごらんください。追加は、市道下田線改良事業以下３件となって

おります。 

 次のページ、お願いします。 

 これは変更です。市道下武宮平石線以下、増額は３件、減額は５件で、限度額を増額補正する

ものです。地方債の補正後限度額の合計は、３２億５,３５６万８,０００円となります。 

 続きまして、８ページをごらんください。 

 事項別明細書の歳入です。 

 なお、歳出が伴う特定財源については、歳出のところで御説明をいたします。 

 この中で、９款の国有提供施設等所在市町村助成交付金は、額の確定によるものです。 

 １７ページから１８ページをお願いします。 

 ここからは歳出です。 

 なお、資料の１２月補正予算の概要の主な補正事業の内訳に掲載している事業につきましては、

要点の説明とさせていただきます。 
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 ２款総務費１項１目、右側ページの事業区分に給与管理の共済費、これの追加費用１,８７５万

３,０００円の減は率の改正によるものです。その下の６１８万１,０００円の減額は、退職手当

負担金のこれは５年ごとの見直しによるもので、以後出てきます各共済費や退職手当負担金は同

じ理由となりますので、省略させていただきます。 

 次のページ、お願いします。 

 ５目財産管理費の区分１、ふるさとふれあい交流施設管理事業の臨時職員の賃金１万４,０００円

を増額計上しておりますが、これは大分県の県内の最低賃金が上がったことにより臨時職員の賃

金を改定しており、その不足分を今回計上しております。以後出てきます臨時職員の増額分は同

趣旨により、説明は省略させていただきます。その下の公有財産購入費につきましては、庄内社

会福祉協議会の入り口が平成会館の所有地となっております。その土地を購入するものです。 

 次のページ、お願いします。 

 一番下の１２目の防衛施設周辺整備事業、区分１は、載っておりますように米海兵隊移転訓練

整備事業費２９６万８,０００円です。これは補正予算の概要で説明をしておりますが、これは

時間外勤務手当や倉庫のリース料等になっております。次のページに、上のほうに詳細を書いて

おりますので、ごらんください。 

 次の２５ページですが、中段の４項３目、区分１、知事県議会議員選挙事業費３７３万円の減

額は、精算によるものです。下段の４目については、農業委員会選挙が行われなかったことによ

る精算をしたものです。 

 続きまして、２９ページをお願いします。 

 一番下の３款１項２目、事業区分１、高齢者生活支援事業１,１２７万４,０００円の増額は、

施設入所者の見込み増による措置費となっております。財源内訳のその他は個人負担分です。 

 続きまして、３３ページをお願いします。 

 上段２項２目子育て支援費の区分１、保育所活動推進事業３,３９８万２,０００円の増額は算

定基準の変更によるもので、２,５４８万６,０００円が国県支出金を充当しております。 

 中段の１目生活保護費、区分１、生活保護業務支援事業５,８４０万８,０００円は、平成

２６年度の医療扶助費と介護扶助費と国費返納金となっております。 

 下段の２目扶助費、事業区分１の生活保護業務支援事業２,４９９万５,０００円は、現在まで

の実績に伴う医療扶助費の増となっております。これも国県支出金が１,８７４万５,０００円を

充当しております。 

 次の３５ページをお開きください。 

 ４項１目、区分１の小松寮事務費の４２５万円のうち、工事請負費３４２万８,０００円は、

雨漏りによる屋根補修工事やトイレ改修工事費等を計上しております。 
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 続きまして、３７ページをお願いします。 

 ４款１項１目保健衛生総務費の区分３、がん検診推進事業は財源の組み替えを行っております。

これは検診費の算定基準の見直しによるものです。 

 中段の２目、区分１、子ども医療費助成事業１５８万８,０００円の委託料は、未就学者の現

物給付対応のシステム改修業務となっております。 

 ３９ページをお願いします。 

 ３項１目、区分１、上水道施設簡易水道の４０万４,０００円の減額は、起債償還額の変更に

よる繰出金の減額補正となっております。 

 一番下の６款１項２目、区分１の農業総務費１,６０１万７,０００円のうち、これが先ほど御

説明をいたしました補償補填にかかわる分になっております。 

 それから、次の４１ページをお願いします。 

 上段の３目、区分１の農業振興費の工事請負費２４５万２,０００円は、市所有の梨園が老木

化し病気が発生しているということで、その梨の木を伐採処理するもので、抜根処理から搬出処

理までを行うものです。 

 下の区分３、中山間地域等直接支払い事業費４６７万５,０００円は、本年度から４期目の対

策事業が始まっておりますが、そのシステム改修費用と協定地区数が５地区ふえたことによる交

付金の増額となっております。財源は国県支出金が２６６万２,０００円となっております。 

 それから区分５の農地中間管理事業３２０万円は、挾間町中恵地区が行う農地集積集約化事業

の交付金で、全額県支出金となっております。 

 ４３ページをお願いします。 

 ８款１項１目土木費、区分１の急傾斜地崩壊対策事業の１,１４５万円の減額は、県が行って

いる事業が確定したということで、その分、市の負担が確定したということによるものです。 

 下の２項２目道路新設改良費、区分１の幹線道路事業、国交省補助事業の１,７００万円は向

原別府線北方工区の改良事業で、合併特例債１,４５０万円を充当しております。 

 区分２の３００万円の減額は過疎対策事業の小野屋原口線で、電柱移転工事が不要となり、そ

の工事負担額を減額するものです。 

 区分３、地域内道路の委託料８７０万円は、市道下田線の設計費と下の工事請負費は、市道向

原別府線の古野地区と中神屋敷春ノ段線の篠原地区の２カ所、それぞれの側溝整備を行うもので、

合併特例債８２０万円を充当しております。 

 その下の区分４、地域内道路は、中依大南線ほか橋梁工事、それから長湯、庄内、湯平トンネ

ル工事を合併特例債へ組み替えを行うものです。 

 区分５、地域内道路整備事業３,３００万円は、市道迫線改良事業で、先ほどの区分２の幹線
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道路で減額した３００万円とあわせて、過疎対策債を充てております。 

 次のページをお開きください。 

 ５項１目住宅管理費ですが、右側の区分１、１８８万７,０００円のうち修繕費３００万円。

これは住宅退去後のメンテナンスや修繕費となっており、その下委託料１１０万３,０００円の

減額については、住宅費のコンビニ収納の納付書を住宅と浄化槽を同封したことで、経費が削減

できたということで減額をしております。 

 下段の９款１項１目常備消防費の区分１の５７９万１,０００円の消耗品は、今年度採用署員

の被服費等であります。 

 その下区分２の１３０万円は、救急用消耗品と救急車両の修繕費を計上しております。 

 ４７ページをお願いします。 

 下段の１０款１項教育総務費、２目、区分１の事務局費４７７万７,０００円は、新入学の児

童生徒用の机と椅子の購入費です。 

 ４９ページをお願いします。 

 中段２項小学校費１目、区分１、小学校施設整備事業４５６万７,０００円の減額は、谷小学

校屋内運動場の耐震化改修工事の入札減によるもので、あわせて、地方債も減額しております。 

 下段の３項中学校費３目、区分１の１１万４,０００円は、中学ジュニアオリンピックに出場

した３名の補助金となっております。 

 ５１ページをお願いします。 

 上段４目、右側区分１の中学校施設整備事業４２１万９,０００円の減額は、挾間中学校の屋

内運動場耐震化改修工事の入札減によるもので、財源の組み替えを行い、合併特例債を措置して

おります。 

 中段の４項４目、区分１の幼稚園施設整備３６５万５,０００円は、幼稚園整備事業に係る国

庫補助金が確定したことによるものです。 

 ５５ページをお願いします。 

 中段の７項２目体育施設費、区分１のＢ＆Ｇ海洋センター施設管理事業５００万２,０００円

の減額は、海洋センター改修工事のため、施設を休業したこと等により、清掃管理費委託費が減

となったものです。 

 下段１１款災害復旧費は、台風１５号による被害の復旧費です。 

 １項１目農業用施設の災害復旧費、区分１の農業施設災害復旧費２,３８５万２,０００円は、

農地８件、農業施設４件の工事費です。財源その他は、耕地災害復旧事業の分担金です。 

 次のページ、２項１目公共土木施設災害復旧費、区分１の１５８万８,０００円は、挾間町の

石堂谷川河川災害復旧工事費となっております。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第７９号について詳細説明を求めます。健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（河野 尚登君）  健康福祉事務所長です。議案第７９号をお願いいたします。 

 議案第７９号平成２７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第４号）、平成２７年度由布市

の介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７２９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４１億１,３２６万４,０００円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の

区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補

正」による。平成２７年１２月４日提出、由布市長。 

 それでは、事項別明細書６ページ、７ページをお願いいたします。 

 ３款、４款、５款、７款につきましては、保険給付費の増額に伴う予算措置でございます。 

 次に、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 ９款３項１目第三者納付金につきましては、交通事故等第三者行為による保険会社等からの納

付金でございます。 

 次に、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、２款２項１目介護予防サービス等諸費につきましては、要支援者に係る

介護予防サービス計画給付費の年間必要見込み額により不足分を増額計上しているものでござい

ます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  次に、議案第８０号及び議案第８１号について、続けて詳細説明を求め

ます。産業建設部長。 

○産業建設部長（生野 重雄君）  産業建設部長でございます。議案第８０号、８１号について詳

細説明を申し上げます。 

 議案第８０号平成２７年度由布市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）、平成２７年度由

布市の簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,３２５万７,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億９,５７３万１,０００円とする。第２項、

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。平成２７年１２月４日提出、由布市長。 

 事項別明細書により御説明をさせていただきます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。５款１項１目一般会計繰入金につきましては、平成２７年度分起債償還元
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金及び利子の歳出額が確定したことにより、その約２分の１、４０万４,０００円の減額を行う

ものでございます。 

 ７款２項１目雑入２,３６６万１,０００円の増額につきましては、消費税確定申告による還付

金でございます。 

 次に歳出でございます。８ページをお開きください。 

 １款１項１目総務管理費の区分１、総務管理費、１節報酬１０万２,０００円の総額につきま

しては、簡易水道運営協議会委員報酬の不足分及び今定例会に提出しております由布市水道水源

保護条例に係る水道水源保護審議会委員の報酬を新たに計上するものでございます。２５節積立

金につきましては、歳入補正増額分と歳出補正増額分との差額２,２１１万２,０００円を積み立

てるものでございます。 

 区分２、給与管理につきましては、人事異動に係る調整でございます。 

 次に、１款１項２目維持管理費、区分１、維持管理事業、１３節委託料についてでございます

が、庄内簡易水道及び庄内東部簡易水道浄水池の砂上げ業務委託料を追加補正するものでござい

ます。 

 最後に、２款１項１目元金及び２目利子につきましては、歳入でも述べましたが、概算計上し

ておりました平成２７年度分起債償還額が確定したことによるものです。 

 以上で、議案第８０号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第８１号でございます。 

 議案第８１号平成２７年度由布市水道事業会計補正予算（第２号）、総則第１表、平成２７年

度由布市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 収益的支出、第２条、平成２７年度由布市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定

額を次のとおり補正する。 

 款の項目の補正予定額と計のみ読み上げさせていただきます。 

 支出、第２款水道事業費用、補正予定額マイナス１７１万９,０００円、計６億４,２７３万

４,０００円。 

 資本的収入及び支出、第３条、予算第４条本文括弧書き中「不足する額２億１,０３８万

９,０００円」を「不足する額２億１,０８９万６,０００円」に、「過年度分損益勘定留保資金

２億１,０３８万９,０００円」を「過年度分損益勘定留保資金２億１,０８９万６,０００円」に

改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 ２ページをお開きください。 

 支出、第４款資本的支出、補正予定額５０万７,０００円、計４億５,５９４万１,０００円。 

 議会の議決を経なければ流用することができない経費。 
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 第４条、予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 （１）職員給与費、補正予定額マイナス１５９万８,０００円、計７,４３８万４,０００円。 

 平成２７年１２月４日提出、由布市長。 

 詳細につきましては、補正予算書で御説明申し上げます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 まず、収益的支出でございます。 

 ２款水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄水費並びに４目総係費の６節法定福利費の増減

につきましては、人事異動、法改正等による調整でございます。 

 また、４目総係費の１節報酬１４万７,０００円につきましては、水道運営協議会委員報酬の

不足分及び今定例会に提出しております由布市水道水源保護条例に係る水道水源審議会委員の報

酬を新たに計上するものでございます。 

 次に、資本的支出でございます。 

 ４款資本的支出１項建設改良費１目上水道施設費の増額につきましても、人事異動、法改正等

による調整でございます。 

 ５ページ以降は給与明細書でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（溝口 泰章君）  各議案の詳細説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（溝口 泰章君）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の本会議は、１２月８日午前１０時から一般質問を行います。 

 なお、一般質問通告書追加分の提出締め切りは７日の正午まで、議案質疑に係る発言通告書の

締め切りは８日の正午までとなっていますので、厳守をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会します。御苦労さまでした。 

午後０時45分散会 

────────────────────────────── 

 


